
 
 

レクシア特許法律事務所・レクシア特許法律事務所・レクシア特許法律事務所・レクシア特許法律事務所・Day Pitney 法律事務所共催法律事務所共催法律事務所共催法律事務所共催    

米国特許米国特許米国特許米国特許知的財産セミナーのご案内知的財産セミナーのご案内知的財産セミナーのご案内知的財産セミナーのご案内    

開催日：2011 年 10 月 25 日（火）13：30～16:45  場 所：中之島インテス 10階 101 会議室 

 

 

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

このたび、第１回～第５回に引き続き、６回目のレクシア知財セミナーを開催する運びとなりました。

今回は、第１回のレクシア知財セミナーに引き続き、米国 Day Pitney 法律事務所のロバート・ノート

ン弁護士をお迎えして、米国特許法の改正情報と、この一年の重要判決を説明致します。9 月 8 日時点

で改正法案(HR1249)が上院を通過し、成立までには大統領の署名を残すのみとなりました。本セミナー

では、改正が決定的となった米国特許法改正を詳細に説明するとともに、今後の実務への影響について

も説明致します。また、昨年から今年にかけては、IDS, 間接侵害などの重要判決が多く出され、米国

特許に対する今後の対応を再考する機会となりました。本セミナーでは、これらの判決を踏まえた上で、

米国特許の取得、権利行使において、今後、日本企業の皆様が取り得る方策を検討します。 

なお、ノートン先生には、日本語で講演して頂きます。皆さまのご参加を、心よりお待ち申し上げます。 

                      謹白 

レクシア特許法律事務所 代表パートナー 一同 

 

セミナーのお申込みについてセミナーのお申込みについてセミナーのお申込みについてセミナーのお申込みについて    

【開催日・申込締切日】 

 第６回セミナー： 平成 23年 10 月 25 日（火）／ 平成 23 年 10 月 15 日申込締切 

【セミナー申込方法】 

 裏面下段の申込書に必要事項をご記入の上、レクシア特許法律事務所宛に FAX にてご返信ください。

弊所の受信に代えて、受付完了といたします。参加者欄が足りない場合は、適宜別紙にご記入のうえあわせてお

送りください。なお、１社あたりの参加者の限定数はございませんが会社の知財関係者の方に限らせて頂きます。但し、定員

超過にいたった際は、大変恐縮ながら締切日を待たずにお断りする場合がございますことを、あらかじめご了承ください。 

【会場案内】 

第６回 セミナー会場：中之島インテス 10階 101 会議室（定員 120 名） 

【アクセス】 

・京阪中之島線「中之島駅」から徒歩約 3 分 

・地下鉄中央線又は千日前線「阿波座駅」 

から徒歩約 10 分  

詳細は下記 URL をご参照下さい。 

http://www.lexia-ip.jp/access.html 

【参加料】 無料 

【お問合せ】 

レクシア特許法律事務所 

 TEL：06-6448-7777 FAX：06-6448-7766 

 〒530-0005 大阪市北区中之島 6-2-40 

中之島インテス 21階 
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米国特許法改正の最新情報米国特許法改正の最新情報米国特許法改正の最新情報米国特許法改正の最新情報 
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重要判決が続いたこの一年を振り返る重要判決が続いたこの一年を振り返る重要判決が続いたこの一年を振り返る重要判決が続いたこの一年を振り返る    

～米国特許に対する日本企業の取り得る方策～    

    

第１第１第１第１部部部部    米国特許法改正の最新情報米国特許法改正の最新情報米国特許法改正の最新情報米国特許法改正の最新情報    

                （講師：ロバート・ノートン弁護士）（講師：ロバート・ノートン弁護士）（講師：ロバート・ノートン弁護士）（講師：ロバート・ノートン弁護士）    

 成立間近(９月８日時点)の改正法について詳細に説明するとともに、改正法の成立後に

留意すべき実務上のポイントを説明いたします。 

    

第２第２第２第２部部部部    この一年の重要判決を振り返るこの一年の重要判決を振り返るこの一年の重要判決を振り返るこの一年の重要判決を振り返る    

                （講師：ロバート・ノートン弁護士（講師：ロバート・ノートン弁護士（講師：ロバート・ノートン弁護士（講師：ロバート・ノートン弁護士））））    

 第２部では、主として以下の判決を概説するとともに、これらの判決から予測される実

務の変化に対し、日本の出願人が取り得る方策について検討いたします。 

 - Therasense 事件 (IDS 提出基準の見直し) 

 - i4i 事件 (特許の無効の立証基準の見直し) 

 - Global Tech 事件 (侵害教唆の判断基準の見直し) 

 - In re Tanaka 事件 (再発行出願におけるクレームの追加の判断) 

 - Bilski 事件 (ビジネス方法の判断基準の見直し) 

    

    ※改正法の成立が決定的でございますので、第１部に重点を置いたセミナ※改正法の成立が決定的でございますので、第１部に重点を置いたセミナ※改正法の成立が決定的でございますので、第１部に重点を置いたセミナ※改正法の成立が決定的でございますので、第１部に重点を置いたセミナーになる予定です。ーになる予定です。ーになる予定です。ーになる予定です。    
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会社名  紹介者 ≪ご紹介を受けられた場合にのみご記入下さい≫ 

住 所 〒 

T E L  F A X  

参加者 [氏名] 

 

[部署名] 

[役職] 

[email アドレス（任意）]*次回よりメールに

てセミナーのご案内をさせていただきます。    

 

参加者 [氏名] 

 

[部署名] 

[役職] 

[email アドレス（任意）]*次回よりメールにてセミナー

のご案内をさせていただきます。    

 

    

このまま FAX にてご返信ください 


